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はじめに 

 

 確定拠出年金（以下「ＤＣ」という。）制度が創設されてすでに 13 年半が経つ。今では

500 万人を超える加入者が自己責任による老後資産形成に取り組む制度に成長している。 

 企業年金連合会調査によれば 86.8％の企業型ＤＣ加入者は運用成績がプラスとなってお

り（2014 年調査）、ここ数年は運用環境に支えられ多くの加入者が好調な運用実績を得て

いるようである。しかし、短期的な相場環境に一喜一憂せず資産運用を行うことは個人に

とっては難しい課題であり、投資教育の継続的な実施が事業主には求められている。 

 ＤＣにおいては、短期的な売買ではなく中長期的な目線で、適切なリスクの範囲で可能

な限り高いリターンを得ていくような投資教育が必要である。これはわが国において過去

例がない取り組みであり、企業や運営管理機関、投資教育会社の現場では手探りで試行錯

誤が積み重ねられてきた。今でも企業のＤＣ担当者の主要な悩みごとのひとつに継続教育

の企画・実施がある。 

 社会保障審議会企業年金部会においても、ＤＣの資産運用状況は大きな課題として認識

されている。本年１月に取りまとめられた「議論の整理」においては、ＤＣの運用改善の

促進を掲げる中、「加入者の投資知識等の向上」が必要として、「通知において投資教育全

体の内容の見直しや継続投資教育の内容に係る基準の明確化等を行うべき」としている。

「関係機関と協力し、例えば共通の投資教育プラットフォームを構築するなど、広く一定

水準以上の投資教育が実施できる環境の整備についても検討すべき」とも指摘している。 

 企業年金連合会ではかねてより、企業のＤＣ担当者を支援する取り組みを行っており、

「投資教育ハンドブック」「制度運営ハンドブック」の２冊をすでに提供してきたが、さら

なる継続教育の取組支援を望む声は強く、このたび「継続教育実践ハンドブック」を取り

まとめる運びとなった。 

 「継続教育実践ハンドブック」は大きく２つの章で構成されている。ひとつは 30 社の継

続教育に関する好事例を紹介する「事例集」である。先達の企業が苦心しながら継続教育

に取り組んできた豊富な事例は、継続教育に悩む企業のＤＣ担当者の大きな助けとなるで

あろう。 

 ふたつめは「継続教育実施ガイド」である。企画から実施、媒体の検討から検証までＤ

Ｃ継続教育の実施マニュアルとなっている。具体的な投資教育項目の解説も行っている。

おそらく本邦初の取り組みであり、企業のＤＣ担当者の大きな支えとなるであろう。 

 取りまとめにあたっては、多くのＤＣ導入企業から貴重な取組事例をご披露いただいた

ほか、検討会委員の皆さまからは投資教育の実施ノウハウについて多くの示唆をいただい

た。ここに厚く御礼申し上げる次第である。 

 本ハンドブックが、ＤＣ継続教育を底上げする力となり、国民の投資リテラシー向上の

一助となることを願うものである。 

平成 27 年４月 

企業年金連合会 

理事長 村瀬 清司 
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はじめに 事業主の投資教育責任はいかなるものか 

 退職給付制度を会社はなぜ採用しているのだろうか。わが国においては退職金・企業

年金制度の採用は企業に義務付けられておらず、企業はなんらかの意図をもって退職給

付制度を採用している。 

１．退職給付制度は会社の人事制度の一部である 

 企業の人事制度を大きく整理すれば「評価」→「処遇」→「報酬」のサイクルで成り

立っている。このサイクルを適切に回すことにより、優秀な人材を厚遇し、勤続意欲を

高め、会社のために貢献してもらうことによる企業業績の向上を目指していく。 

 こうした人事サイクルのどこに退職給付制度を位置づけるかと考えれば、「報酬」制度

の一部ということになるだろう。一般的には退職金のポイントないし企業年金の掛金は

給与の一定率とすることが多く、これは給与に比例して多く拠出することを意味する。

つまり、高い評価を受けた人材には高い処遇が行われ、高い賃金・賞与とともに退職給

付においても高いポイントが付与される仕組みである（ただし退職給付制度には長期勤

続を促す狙いもあり、勤続年数に比例したポイントを付す場合もある）。 

 しかし、退職給付制度は賃金や賞与のような他の報酬制度と異なる面も有している。

それは福利厚生的観点である。毎月の給与、年数度支給される賞与に全額を上乗せすれ

ばよいところをあえて退職給付制度のポイントないし掛金として拠出し、退職給付制度

を運営する理由のひとつは、従業員の安定的な老後資産形成を支援する意図があってこ

そである。 

 行動ファイナンスの研究成果によれば、ゴールが遠くにある資産形成の目標に向けた

行動は一般的に困難であるとされる。定年退職後の経済的備えを 20 代の若者が計画的に

行うことが難しいのは当然であるし、住宅ローンや子の教育費負担などに追われる 40代

もそれは同様である。しかし老後に求められる自助努力水準は高まり続けており、定年

後に気がついてももう遅い。会社の退職給付制度は退職後の従業員の生活安定も支える

狙いがある。 

 そう考えた時、企業型ＤＣ制度は単なる運用責任回避のための選択肢ではなく、従業

員の老後資産形成を支援する重要な取り組みであることに気がつかされる。だとすれば、

適切な投資教育の取り組みを通じて、従業員の老後資産形成が円滑に図られるよう支援

することは、単なる法令の要請にとどまらず、企業の責任として大きいことが分かるは

ずだ。 

 ＤＣ制度の投資教育責任のよりどころを、法令の要請ないし企業が運用リスクを従業

員に負わせた代わりの責任とみなすことが多いが、企業が退職給付制度としてＤＣ制度

を採用している本来の意義やねらいについて再認識し、投資教育に取り組む必要がある。 
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 確定拠出年金制度は、加入者が自ら投資判断を行い、その判断にもとづいた運用指図

を行い、運用成果は自己責任の下、ひとりひとりの資産の増減につながる制度である。

退職時まで会社が資産の準備の責任を負っている退職一時金制度や確定給付型の企業年

金制度とは考え方が大きく異なる。そのために必要とされるのが「加入者の投資知識」

であり、その投資知識を充足するためのものが「投資教育」である。 

２.投資教育義務の位置づけ 

 投資教育は、企業型ＤＣ制度を実施する事業主が行うものとしてＤＣ法第 22 条に定め

られている。 

 

（事業主の責務） 

第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これら

の者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な

資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型

年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の

運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。 

（※「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置」をいわゆる投資教

育と呼ぶ） 

 

 投資教育は運営管理機関等に実施を委託することが一般的ではあるが、第一の責務を

負っているのはＤＣ制度を実施運営する事業主自らであることを理解し、取り組む必要

がある。 

 また、投資教育は制度導入時のみ行えばよいものではなく、法令でもＤＣ法第 22条第

2項で示されているとおり、継続的に実施するものとされている（継続教育）。 

 投資教育の実施義務は、罰則を伴わない努力義務として規定されているが、これは投

資教育義務が軽いことを意味しているわけではない。事業主は法令と規約を遵守し、加

入者等のため忠実に業務を遂行しなければならない（忠実義務規定。ＤＣ法第 43 条第 1

項）。また、民法に規定される善管注意義務の観点からも、ＤＣ法の立法趣旨からも、加

入者が自己の投資判断にもとづき自己の責任において適切な資産運用を行えるような体

制を整備することが事業主に求められていると考えられる。善管注意義務、忠実義務の

観点から考えても投資教育の責任は重大であると考えられる。 

 なお、多くの企業では企業型ＤＣは退職給付制度の一部ないし全部として採用されて

いるが、重要な労働条件のひとつとして社員にその説明を行い、また理解を得る必要が

あるといえる。その観点からも加入者への投資教育の取り組みは重要である。 
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 ＤＣ法が投資教育義務を指摘しているのは第 22条のみであり、その具体的な留意点や

投資教育内容については法令解釈通知で行われており、一般には「投資教育ガイドライ

ン」と呼ばれている。法令解釈通知では、投資教育については大きく５点が示されてい

る（第 2 資産の運用に関する情報提供（いわゆる投資教育）に関する事項）。 

３.法令解釈通知が示す「投資教育ガイドライン」 

 

「１．基本的な考え方」： 

「投資教育を行うこととなる確定拠出年金を実施する事業主、（略）委託を受けて当該投

資教育を行う確定拠出年金運営管理機関等」は、「極めて重い責務を負って」いることを

指摘するとともに「制度への加入時はもちろん、加入後においても、個々の加入者等の

知識水準やニーズ等も踏まえつつ、加入者等が十分理解できるよう、必要かつ適切な投

資教育を行わなければならない」としている。 

 

「２．加入時及び加入後の投資教育の計画的な実施について」： 

特に継続教育について「実施に当たっての目的を明確にし、加入後の教育を含めた計画

的な実施に努めること」を指摘している。 

 

「３．法第 22 条の規定に基づき加入者等に提供すべき具体的な投資教育の内容」： 

「加入時及び加入後の投資教育の目的、性格等に応じて、（略）加入時、加入後を通じた

全般の計画の中で、加入者等が的確かつ効果的に習得できるよう、その内容の配分に配

慮する必要がある」こと、「事後に、アンケート調査、運用の指図の変更回数等により、

目的に応じた効果の達成状況を把握することが望ましい」ことを指摘し、継続教育につ

いては特に、 

「① 運用商品に対する資産の配分、運用指図の変更回数等の運用の実態、コールセ

ンター等に寄せられた質問等の分析やアンケート調査により、対象となる加入者等の

ニーズを十分把握し、対象者のニーズに応じた内容となるよう、配慮する必要がある。

なお、運営管理機関は制度の運用の実態等を定期的に把握・分析し、事業主に情報提

供するとともに、必要な場合には投資教育に関する助言をするよう努めること。」 

「② 基本的な事項が習得できていない者に対しては、制度に対する関心を喚起する

よう十分配慮しながら、基本的な事項の再教育を実施すること。また、加入者等の知

識及び経験等の差が拡大していることから、より高い知識及び経験を有する者にも対

応できるメニューに配慮することが望ましい。」 

「③ 具体的な資産配分の事例、金融商品ごとの運用実績等の具体的なデータを活用

すること等により、運用の実際が実践的に習得できるよう配慮することが効果的であ

る。」 

ことをあげるとともに、投資教育すべき具体的な内容を４点例示している。 
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   ① 確定拠出年金制度等の具体的な内容 

   ② 金融商品の仕組みと特徴 

   ③ 資産の運用の基礎知識 

   ④ 確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計 

（具体的な内容については「継続教育実施ガイド パートＢ 投資教育の具体的な項

目」にて解説） 

また、加入者等に、運用プランモデル(老後までの期間や老後の目標資産額に応じて、

どのような金融商品にどの程度の比率で資金を配分するかを例示したモデル)を示す場

合においては、「元本確保型の運用方法(略)のみで運用する方法による運用プランモデル

を必ず含め、比較できるよう工夫し、提示するものとすること。」「退職時期を意識しリ

スク管理を行うことが一般的であり、老後までに時間がある若年層は比較的リスクが取

りやすく、老後を間近に控える高年層には、リスクを抑えるといった投資の基本的な考

え方を意識付けることが望ましい。」こととし、「例えば、老後の資産形成の目標も踏ま

え、資産形成期に過度に元本確保型の比率が高い状態や年金資産額を確定していく時期

に過度に元本確保型の比率が低い状態とならないよう計画的に元本確保型の比率を設定

するよう説明するのが望ましい。」としている。 

 

「４．加入者等への具体的な提供方法等」： 

投資教育の実施方法について指摘を行っており、「投資教育の方法としては、例えば資料

やビデオの配布(電磁的方法による提供を含む。)、説明会の開催等があるが、各加入者

等ごとに、当該加入者の資産の運用に関する知識及び経験等応じて、最適と考えられる

方法により行うこと。」「事業主等は、加入者等がその内容を理解できるよう投資教育を

行う責務があり、加入者等からその内容についての質問や照会等が寄せられた場合には、

速やかにそれに対応すること。」「また、テーマ等を決めて、社内報、インターネット等

による継続的な情報提供を行うことや、既存の社員研修の中に位置付けて継続的に実施

することも効果的である。」「確定拠出年金制度に対する関心を喚起するため、公的年金

制度の改革の動向や他の退職給付の内容等の情報提供を合わせて行うことにより、自ら

のライフプランにおける確定拠出年金の位置づけを考えられるようにすることが効果的

である。」と指摘しているほか、会場確保や機会提供の観点から「事業主が確定拠出年金

運営管理機関に投資教育を委託する場合においては、当該事業主は、投資教育の内容・

方法、実施後の運用の実態、問題点等、投資教育の実施状況を把握するよう努めること。」

「加入者等への資料等の配布、就業時間中における説明会の実施、説明会の会場の用意

等、できる限り協力することが望ましい」こと、「加入後の投資教育についても、その重

要性に鑑み、できる限り多くの加入者等に参加、利用の機会が確保されることが望まし

い。」ことをあげている。 
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「５． 投資教育と確定拠出年金法で禁止されている特定の運用の方法に係る金融商品

の勧奨行為との関係」： 

投資教育の実施や運用プランモデルの提示は、特定商品の推奨・非推奨を禁じる禁止行

為には該当しないことを示している。 

 

 

 事業主の投資教育義務が重要であることは疑いないとしても、具体的な留意点や実施

方法について法令の解釈だけでは判断が難しい点もあり、企業年金連合会では「投資教

育ハンドブック」を発行し、事業主の参考に供している。 

４.企業年金連合会「投資教育ハンドブック」 

 投資教育ハンドブックでは、事業主に求められる投資教育の責任は重いことを指摘し

つつも、その注意義務の範囲は、投資教育機会の提供、つまりプロセス責任であって加

入者個人の運用結果を問われるものではない（結果責任ではない）ことを明確にしつつ、

下記の４点に留意し投資教育を企画・実施していくことが望ましいとしている。 

 

 ア）加入者の状況を認識し、その意見を十分に反映しておくこと 

 イ）実施計画や方針など労使間での共通認識の醸成をはかること 

 ウ）実施時点で求められる相応の水準で実施すること 

 エ）検討および実施の履歴を作成・保存しておくこと 

  

上記４点について意識することは、法令解釈が求める「必要かつ適切な投資教育」の

「計画的な実施」を行うために有効であると考えられる。 

 

 投資教育すべき事項については、法令解釈通知の例示を踏まえつつ、「基本的な知識」

と「望ましい知識」に分けて整理することをアドバイスし、また法令解釈通知では示し

ていないものの、「制度を活用していくに当たって必要な知識」として下記のような項目

も投資教育に組み入れることが効果的であると指摘している。 

 

 ・規約等のルールへアクセスする方法 

 ・コールセンターやＷｅｂへアクセスする方法 

     （パスワード等を再発行するための手続き方法） 

 ・社内の問い合わせ窓口 

 ・運用指図の具体的手順 

 ・口座残高、運用記録等へのアクセス方法およびその読み方  等 
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 また「投資教育の企画･実施のポイント」として、企画や実施にあたって検討の軸とな

るであろう 13のポイントを掲げ、実施にあたっての留意点、具体的なヒント、好事例や

注意すべき事例の紹介を行っている。本ハンドブックで触れている項目も多いが、あわ

せて参考にしていただきたい。 

 

１）導入時教育と継続教育の分担と位置づけ 

２）個々の制度設計に応じた投資教育 

３）自ら投資教育を実施する／委託する 

４）投資教育の実施形態について 

５）投資教育の参加形式について 

６）投資教育内容の均質性とコース設定 

７）継続教育（集合研修）のインターバル 

８）新規加入者／脱退者への対応 

９）投資教育実施後の情報収集とその検証 

１０）実施履歴の作成と保存 

１１）関心が薄い者への対応 

１２）加入者拠出掛金（マッチング拠出）の導入と投資教育 

１３）老後の生活設計と継続教育 

 

 なお、「投資教育ハンドブック」は企業年金連合会ホームページから全文がダウンロー

ド可能である（現在、第 3版が公開されている）。 

 

 

 社会保障審議会企業年金部会では、2014 年夏以降、企業年金制度全般の将来像を見据

えて積極的な議論を重ね、2015 年１月 16 日「社会保障審議会企業年金部会における議

論の整理」をとりまとめている。そこでもＤＣ制度における投資教育の重要性は強く指

摘されており「２．企業年金制度等の普及・拡大に向けた見直しの方向性 （４）確定

拠出年金の運用改善の促進」の「①加入者の投資知識等の向上」として項目が掲げられ

ている。 

５.「社会保障審議会企業年金部会における議論の整理」 

 

○ 内閣府や日本銀行の経済見通しにおいて将来の物価上昇の見通しが示されて

いることを踏まえれば、この先運用利回りが物価上昇を下回る水準でＤＣの運用

を続けた場合、ＤＣ資産の実質的価値が減少し、将来の年金給付において、期待

された実質水準を満たせない可能性がある。 
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○ また、ＤＣの運用については、加入者が自らの運用状況等について把握してい

ないことが多く、ＤＣの運用自体を困難に感じている者も一定数おり、ひいては

中小事業主を中心に制度導入を躊躇する要因となっている状況にある。 

 

という現状を指摘しつつ、以下のような対策を講ずる必要があると指摘している。 

 

○ ＤＣの投資教育は、加入者個人が運用資産を選択して運用するというＤＣの基

本を支える重要な施策であることから、充実させる方向で検討すべきである。 

 具体的には、ＤＣ法上の継続投資教育について事業主の努力義務とするととも

に、通知において投資教育全体の内容の見直し（説明内容の順序や退職給付にお

けるＤＣの位置付けなどの加入者に対して説明すべき内容等）や継続投資教育の

内容に係る基準の明確化等を行うべきである。なお、企業におけるＤＣについて

は、ＤＢと同様に退職給付として扱われていることを踏まえれば、企業の退職給

付制度における位置付け等について、労働条件の一部として投資教育の中で十分

に説明すべきという意見があった。（略） 

○ 関係機関と協力し、例えば共通の投資教育プラットフォームを構築するなど、

広く一定水準以上の投資教育が実施できる環境の整備についても検討すべきであ

る。 

○ また、加入者のＤＣへの意識を向上させることも重要であることから、ＤＣの

資産額通知について、投資教育の中で資産額通知の内容の理解を深めるための教

育を実施することを明確化するとともに、関係機関と協力して加入者の通知に対

する関心を高めるための措置を講ずるべきである。 

（略） 

 

 事業主の継続教育の取り組みを支援すべく取りまとめられた本ハンドブックは、企業

年金部会の本格的議論の始まる前から企図されており、これを受けて編纂されたもので

はないが、同じ問題意識をもち、同じ方向を向いていることは間違いない。「社会保障審

議会企業年金部会における議論の整理」が指摘している「共通の投資教育プラットフォ

ーム構築」あるいは「広く一定水準以上の投資教育が実施できる環境の整備」の一助に

なればと考えている。 

 

 

 企業年金連合会ではＤＣ実態調査を定期的に行っているが、2014 年 12 月公表の調査

結果では、継続教育の実施率は 57.9％となっている。ＤＣ法において継続教育義務が明

文化された 2011 年以降、実施率は上昇の傾向にある。 

６.継続教育の取り組みにおける現状と課題（発刊のねらい） 
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しかし、懸念されている点がある。それは制度導入から一定年月を経過しても継続教

育を行っていない規約が少なくないことで、ＤＣ制度をスタートして５年以上経過して

も３割程度の規約は継続教育未実施とみられている。継続教育を積極的に実施する企業

はその取り組みを反復して実施する傾向がみられる一方、未実施の企業はそのまま数年

がさらに経過してしまう二極化の恐れが生じている。もちろん継続教育未実施のマイナ

スの影響を受けるのは、その企業のＤＣ加入者である。 

継続教育未実施の理由については、「開催が困難である」「あくまで努力義務であるか

ら」「教育内容が不明である」「予算が取れない」といった声が上位にあがっているが、

特に「教育内容が不明である」という点については、他社の取り組み事例や実施に当た

ってのマニュアル的なものを用意することで、初の継続教育に取り組むＤＣ担当者を支

援し、継続教育実施率を高めることが可能ではないかと考える。 

企業年金連合会政策小委員会ＤＣ小委員会では、今までも「確定拠出年金における投

資教育の在り方に関する検討会（2007 年度実施、投資教育ハンドブックを公表）」「企業

型確定拠出年金の今後のあり方に関する検討会（2008～2009 年度実施、制度運営ハンド

ブックを公表）」を開催してきたが、継続教育の実施ノウハウの共有や深化をめざし、2015

年 2 月より「継続教育事例集（仮称）作成検討会」を開催することとし、有識者委員、

事業主委員を集め、積極的な議論を行った。本ハンドブックはその成果物として公表す

るものである。 

本ハンドブックは、多くのＤＣ導入企業の継続教育事例を紹介するとともに、継続教

育の企画から実行、検証までの留意点をまとめたマニュアルの要素も盛り込んだ一冊と

なっており、ゼロから継続教育に取り組むＤＣ担当者の参考になる構成としている。 

ＤＣ担当者は確定給付型の企業年金制度と比べ、異動の早いことも特徴である。新担

当者の引き継ぎ業務の課題習得にも本ハンドブックを役立ていただきたいと考えている。 

本ハンドブックの活用により、継続教育の実施負担が少しでも軽減され、実施率が向

上することと、実りある継続教育が実行され、加入者の投資理解度の向上に役立つこと

が発刊のねらいである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


